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みんなでごみをヘラスンジャー▷自転車などのふだん何気なく使っている物も、多少調子が悪くなっ
ても捨てずに修理して使い続けることで、愛着が湧いてきます。多くの人が物に愛着を持って、長く
大事に使うようになれば、素敵ですね。
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と　

き　

２
月　

日
（
火
）
〜
３
月　

日

１６

１５

（
火
）
の
月
曜
〜
金
曜
日　

午
前
９
時
〜

　

時　

分
、
午
後
１
時
〜
４
時

１１

３０

と
こ
ろ　

市
役
所
２
階
２
０
１
会
議
室

※
市
役
所
で
は
、
住
民
税
の
申
告
相
談
と

給
与
収
入
、
年
金
収
入
の
簡
易
な
確
定
申

告
書
作
成
の
相
談
、
作
成
済
み
の
確
定
申

告
書
の
受
付
の
み
行
い
ま
す
。

※
平
成　

年
中
に
所
得
が
な
か
っ
た
方

２７

も
、
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
住
民
税

申
告
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は

非
課
税
証
明
書
の
発
行
や
国
民
健
康
保
険

税
軽
減
の
算
定
資
料
に
す
る
た
め
で
す
。

申
告
に
必
要
な
も
の　

▽
昨
年
の
収
入
が

わ
か
る
書
類
…
源
泉
徴
収
票
や
支
払
明
細

書
ほ
か

▽
控
除
を
受
け
る
た
め
の
書
類
…
生
命
保

険
料
・
地
震
保
険
料
・
国
民
年
金
な
ど
の

控
除
証
明
書
、
医
療
費
の
領
収
書
、
障
害

者
手
帳
ほ
か

▽
印
鑑

怯
土
曜
臨
時
窓
口
を
開
設

と　

き　

２
月　

日
・　

日
の
土
曜
日　

２０

２７

午
前
９
時
〜　

時　

分

１１

３０

怯
次
の
申
告
は
税
務
署
に
ご
相
談
を

▽
営
業
・
不
動
産
・
配
当
・
一
時
・
雑
所

得
（
個
人
年
金
・
報
酬
等
）
が
あ
る
場
合

▽
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
（
住
宅
ロ
ー

ン
控
除
）・
寄
付
金
控
除
（
ふ
る
さ
と
納
税

な
ど
）
が
あ
る
場
合

問
合
せ　

税
務
課
緯　

（
３
４
６
）
９
５

０４２

２
２
・
９
５
２
３

怯
申
告
書
作
成
の
ア
ド
バ
イ
ス
と
受
付

と　

き　

２
月　

日
（
火
）
〜
３
月　

日

１６

１５

（
火
）
の
月
曜
〜
金
曜
日　

午
前
９
時
〜

午
後
５
時　

午
前
８
時　

分
開
場

３０

と
こ
ろ　

東
村
山
税
務
署

※
税
務
署
で
確
定
申
告
書
を
作
成
す
る
方

に
は
、
画
面
の
案
内
に
従
っ
て
入
力
す
る

だ
け
で
自
動
計
算
さ
れ
る
パ
ソ
コ
ン
で
の

作
成
を
お
勧
め
し
て
い
ま
す
。

※
申
告
書
は
、
ｅ
倆
Ｔ
ａ
ｘ
に
よ
る
送
信

や
郵
便
ま
た
は
信
書
便
に
よ
る
送
付
、
税

務
署
の
時
間
外
文
書
収
受
箱
へ
の
投
か
ん

で
も
、
提
出
で
き
ま
す
（
確
定
申
告
書
な

ど
の
控
え
に
税
務
署
の
受
付
印
が
必
要
な

方
は
、
控
え
に
住
所
・
氏
名
な
ど
を
ボ
ー

ル
ペ
ン
で
記
入
の
う
え
、
所
要
額
の
切
手

を
貼
っ
た
返
信
用
封
筒
を
同
封
し
て
く
だ

さ
い
）。

※
還
付
を
受
け
る
た
め
の
申
告
書
は
、
２

月　

日
（
火
）
よ
り
前
で
も
提
出
で
き
ま

１６
す
。

怯
日
曜
臨
時
窓
口
を
開
設

と　

き　

２
月　

日
・　

日
の
日
曜
日　

２１

２８

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

と
こ
ろ　

東
村
山
税
務
署

※
日
曜
日
は
国
税
の
納
付
、
納
税
証
明
書

の
発
行
・
電
話
相
談
は
行
い
ま
せ
ん
。

怯
税
理
士
に
よ
る
無
料
申
告
相
談

　

年
金
受
給
者
、
給
与
所
得
者
お
よ
び
小

規
模
納
税
者
の
申
告
相
談
が
対
象
で
す
。

と　

き　

２
月
８
日（
月
）〜　

日（
水
）・

１０

　

日
（
金
）　

午
前
９
時　

分
〜
午
後
３

１２

３０

時　

分
３０

と
こ
ろ　

市
役
所
６
階
大
会
議
室

※
混
雑
の
状
況
に
よ
り
、
受
付
を
早
め
に

終
了
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
譲
渡
所
得
、
贈
与
税
、
相
談
内
容
の
複

雑
な
方
、
所
得
金
額
が
高
額
な
方
は
税
務

署
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
以
前
に
確
定
申
告
し
た
場
合
は
そ
の
控

え
、
申
告
に
必
要
な
添
付
書
類
、
印
鑑
、

還
付
申
告
の
方
は
口
座
番
号
を
確
認
で
き

る
も
の
、
筆
記
用
具
、
計
算
機
な
ど
を
お

持
ち
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

東
村
山
税
務
署
（
〒　

們
８
５

１８９

５
５　

東
村
山
市
本
町
１
們　

們　

）
緯

２０

２２

　

（
３
９
４
）
６
８
１
１

０４２

 
怯　

歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金
に
加
入
を

２０

　

国
民
年
金
は
、
老
後
や
病
気
・
け
が
に

備
え
、
保
険
料
を
出
し
合
い
、
互
い
に
支

え
合
う
制
度
で
、
国
内
に
住
む　

歳
か
ら

２０

　

歳
未
満
の
方
が
加
入
す
る
制
度
で
す
。

６０
　

国
民
年
金
に
は
、　

歳
か
ら
受
け
ら
れ

６５

る
老
齢
基
礎
年
金
や
、
万
が
一
の
と
き
受

け
ら
れ
る
障
害
基
礎
年
金
、
遺
族
基
礎
年

金
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
受
給
す
る
に
は
、

国
民
年
金
に
加
入
し
、
保
険
料
の
納
付
が

必
要
で
す
の
で
、　

歳
に
な
っ
た
ら
、
加

２０

入
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合

は
、
免
除
制
度
や
学
生
納
付
特
例
、
若
年

者
納
付
猶
予
な
ど
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。

加
入
手
続
き
に
必
要
な
も
の　

▽
本
人
が

窓
口
に
来
ら
れ
る
場
合
…
日
本
年
金
機
構

が
送
付
し
た
国
民
年
金
被
保
険
者
資
格
取

得
届
、
本
人
確
認
が
で
き
る
書
類
（
運
転

免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
）

▽
代
理
人
が
窓
口
に
来
ら
れ
る
場
合
…
本

人
の
委
任
状
（
本
人
の
署
名
・
押
印
が
あ

る
も
の
）、
日
本
年
金
機
構
が
送
付
し
た

国
民
年
金
被
保
険
者
資
格
取
得
届
、
代
理

人
の
本
人
確
認
が
で
き
る
書
類
（
運
転
免

許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
）、
本
人
の
印
鑑

問
合
せ　

▽
加
入
手
続
き
に
つ
い
て
…
保

険
年
金
課
緯　

（
３
４
６
）
９
５
３
１

０４２

国国国国国国国国国国国
民
年年年年年年年年年年年
金

▽
制
度
に
つ
い
て
…
武
蔵
野
年
金
事
務
所

緯
０
４
２
２
（　

）
１
４
１
１

５６

怯
国
民
年
金
の
保
険
料
は
、
便
利
・
安
心
・

確
実
な
口
座
振
替
で

　

保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
あ
る
と
、
将
来

受
け
取
る
老
齢
基
礎
年
金
額
が
減
額
さ
れ

た
り
、
受
給
で
き
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基

礎
年
金
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
場
合
も
あ

り
ま
す
。

　

口
座
振
替
は
、
全
国
の
銀
行
、
農
協
、

漁
協
、
信
用
金
庫
、
信
用
組
合
、
労
働
金

庫
で
利
用
で
き
ま
す
。
ま
た
、
口
座
振
替

で
ま
と
め
て
前
払
い
（
前
納
）
す
る
と
、

納
付
書
で
前
納
す
る
よ
り
お
得
で
す
。
前

納
を
希
望
す
る
場
合
は
、
２
月
末
日
ま
で

に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
み　

申
出
書
（
年
金
事
務
所
や
金
融

機
関
に
あ
り
ま
す
）
に
必
要
事
項
を
記
入

の
う
え
、
口
座
振
替
を
希
望
す
る
金
融
機

関
な
ど
の
窓
口
へ

問
合
せ　

武
蔵
野
年
金
事
務
所
緯
０
４
２

２
（　

）
１
４
１
１

５６

怯
確
定
申
告
の
社
会
保
険
料
控
除

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料
は
、

所
得
税
・
住
民
税
を
計
算
す
る
際
に
社
会

保
険
料
と
し
て
控
除
さ
れ
ま
す
。

　

平
成　

年
中
に
納
め
た
保
険
料
額
は
源

２７

泉
徴
収
票
や
領
収
書
、
通
帳
な
ど
で
確
認

で
き
ま
す
が
、
納
付
額
を
知
り
た
い
方

は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

控
除
の
対
象　

▽
保
険
料
を
年
金
か
ら
の

引
き
落
と
し
に
し
て
い
る
方
…
年
金
受
給

者
本
人

▽
口
座
振
替
に
し
て
い
る
方
…
口
座
の
名

義
人

※
口
座
振
替
を
希
望
す
る
方
は
、
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

怯
保
険
料
の
軽
減

　

所
得
が
低
い
世
帯
の
方
に
は
、
保
険
料

の
軽
減
措
置
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
所

得
税
や
住
民
税
の
申
告
が
な
い
方
は
、
軽

減
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
遺
族
年
金
・
障

害
年
金
な
ど
所
得
税
が
課
税
さ
れ
な
い
収

入
の
方
も
住
民
税
の
申
告
の
手
続
き
を
お

願
い
し
ま
す
。

　

ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者
、
高
齢
者
夫
婦

の
み
の
世
帯
、
認
知
症
高
齢
者
が
増
加
し

て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
中
、
高
齢
者
が

住
み
慣
れ
た
地
域
で
生
活
を
続
け
ら
れ
る

よ
う
、
地
域
全
体
で
高
齢
者
を
支
え
、
高

齢
者
自
身
も
自
ら
の
能
力
を
生
か
し
て
要

介
護
状
態
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と

が
大
切
に
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
の
仕
組

み
と
し
て
、
介
護
保
険
制
度
に
「
介
護
予

防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
」
が
創
設

さ
れ
ま
し
た
。
市
で
は
、
３
月
か
ら
総
合

事
業
の
一
部
を
開
始
し
、
今
後
さ
ま
ざ
ま

な
サ
ー
ビ
ス
や
事
業
を
展
開
し
て
い
き
ま

す
。
サ
ー
ビ
ス
利
用
に
つ
い
て
は
、
小
平

市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー（
左
表
参
照
）

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

高
齢
者
支
援
課
地
域
支
援
担
当

緯　

（
３
４
６
）
９
５
３
９

０４２

 
と　

き　

２
月　

日
（
水
）　

午
後
２
時

２４

〜
３
時　

分
３０

認
知
症
介
護
家
族

支

援

会

と
こ
ろ　

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
小
川
ホ

ー
ム
食
堂

費　

用　

無
料

定　

員　
　

人
２０

協　

力　

認
知
症
と
介
護
を
考
え
る
家
族

の
会　

小
平
わ
か
ば
の
会

申
込
み　

小
平
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー
小
川
ホ
ー
ム
へ
（
先
着
順
）
緯　

（
３

０４２

４
７
）
６
０
３
３

 　

認
知
症
に
関
す
る
正
し
い
知
識
を
学

び
、
地
域
で
生
活
し
て
い
る
認
知
症
の
方

や
そ
の
家
族
を
温
か
く
見
守
り
ま
し
ょ

う
。

怯
小
平
健
成
苑
多
目
的
ホ
ー
ル

と　

き　

２
月　

日
（
土
）　

午
後
２
時

２０

〜
３
時　

分
３０

費　

用　

無
料

定　

員　
　

人
２５

申
込
み　

小
平
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー
小
平
健
成
苑
へ
（
先
着
順
）
緯
０
４
２

（
４
５
１
）
８
８
１
３

怯
け
や
き
の
郷
家
族
介
護
教
室

と　

き　

２
月　

日
（
火
）　

午
後
１
時

２３

　

分
〜
３
時

３０費　

用　

無
料

定　

員　
　

人
２０

申
込
み　

小
平
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー
け
や
き
の
郷
へ
（
先
着
順
）
緯　

（
３

０４２

４
９
）
２
３
２
１

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー

養

成

講

座

怯
障
害
者
総
合
支
援
法
に
基
づ
く
機
能
訓

練
室

　

病
気
や
事
故
な
ど
に
よ
っ
て
、
日
常
生

活
に
支
障
の
あ
る
方
が
、
地
域
で
安
心
し

て
暮
ら
す
た
め
に
必
要
な
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
、
生
活
機
能
訓
練
、
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
な
ど
が
受
け
ら
れ
る
施
設
（
左
上

表
）
で
す
。

費　

用　

障
害
者
総
合
支
援
法
の
規
定
に

準
ず
る
負
担
額

問
合
せ　

障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
緯　
０４２

（
３
４
３
）
４
９
７
６
、
俊　

（
３
４
４
）

０４２

３
２
４
４
、
あ
お
ぞ
ら
福
祉
セ
ン
タ
ー
緯

　

（
３
２
６
）
４
９
８
０
、
俊　

（
３
２

０４２

０４２

６
）
４
９
７
６

 　

市
で
は
、
２
月
６
日
（
土
）
か
ら
３
月

６
日
（
日
）
に
か
け
て
、
く
み
取
り
ト
イ

レ
や
浄
化
槽
な
ど
に
よ
り
排
水
が
公
共
下

水
道
へ
接
続
し
て
い
な
い
建
物
に
つ
い

て
、
小
平
市
指
定
の
下
水
道
工
事
店
に
委

託
し
、
下
水
道
接
続
調
査
を
行
い
ま
す
。

　

訪
問
す
る
際
、
調
査
員
は
市
の
発
行
し

た
身
分
証
明
書
を
提
示
し
ま
す
の
で
、
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
ト
イ
レ
や
風
呂
の
水
を
流
し
て

い
た
だ
き
、
敷
地
内
の
汚
水
ま
す
な
ど
を

開
け
て
確
認
を
行
い
ま
す
の
で
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
（
建
物
の
中
に
入
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
）。

　

な
お
、
調
査
員
が
金
銭
を
要
求
し
た

未
水
洗
実
態
調
査

り
、
工
事
の
契
約
を
結
ぶ
こ
と
は
一
切
あ

り
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

下
水
道
課
緯　

（
３
４
６
）
９

０４２

５
５
９

 
応
募
資
格　

４
月
１
日
現
在
、
満　

歳
以

２０

上
で
都
内
在
住
（
公
務
員
、
過
去
に
モ
ニ

タ
ー
を
経
験
し
た
方
、
島
し
ょ
在
住
の
方

を
除
く
）
の
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
閲
覧
と

電
子
メ
ー
ル
の
送
受
信
が
で
き
る
方

募
集
人
数　

１
千
人
程
度
（
申
込
み
多
数

の
場
合
は
、
選
考
に
よ
り
決
定
）

内　

容　

ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
、
施
設
見

学
会
へ
の
参
加
ほ
か

任　

期　

４
月
１
日
か
ら
１
年
間

謝　

礼　

ア
ン
ケ
ー
ト
へ
の
回
答
１
回
に

つ
き
、
図
書
カ
ー
ド
５
百
円
分

※
任
期
末
に
ま
と
め
て
送
付
。

申
込
み　

２
月　

日
（
月
）
ま
で

２９

※
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
の
う
え
、
お
申

下
水
道
モ
ニ
タ
ー
を

募

集

し
込
み
く
だ
さ
い
。

 

検
索　

東
京
都
下
水
道
局

問
合
せ　

下
水
道
局
広
報
サ
ー
ビ
ス
課
緯

　

（
５
３
２
０
）
６
６
９
３

０３
 　

宅
地
内
の
排
水
管
や
ま
す
な
ど
の
点
検

や
清
掃
作
業
を
勧
め
る
業
者
に
関
す
る
苦

情
や
問
合
せ
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

市
や
委
託
業
者
が
個
人
住
宅
を
訪
問
す

る
場
合
は
、
市
発
行
の
身
分
証
明
書
を
携

帯
し
て
お
り
、
費
用
を
請
求
す
る
こ
と
は

一
切
あ
り
ま
せ
ん
。

　

宅
地
内
の
排
水
設
備
は
持
ち
主
が
維
持

管
理
す
る
も
の
で
す
。
詰
ま
り
な
ど
、
困

っ
て
い
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
小
平
市
指
定

下
水
道
工
事
店
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
詳

し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

下
水
道
課
緯　

（
３
４
６
）
９

０４２

５
６
０

HP

下
水
管
の
点
検
・

清
掃（
高
圧
洗
浄
）な
ど
の

悪
質
訪
問
業
者
に
ご
注
意
を

怯
高
額
介
護
合
算
療
養
費

　

病
院
な
ど
の
窓
口
で
支
払
う
医
療
費
の

自
己
負
担
額
と
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
利
用

者
負
担
額
の
世
帯
で
の
年
間
合
算
額
（
平

成　

年
８
月
〜
平
成　

年
７
月
）
が
高
額

２６

２７

と
な
っ
た
場
合
、
自
己
負
担
限
度
額
（
左

上
表
参
照
）
を
超
え
た
部
分
に
つ
い
て
払

い
戻
し
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

該
当
す
る
方
に
は
、
２
月
中
旬
に
申
請

書
を
送
付
し
ま
す
。

問
合
せ　

保
険
年
金
課
緯　

（
３
４
６
）

０４２

９
５
３
８

 　

市
で
は
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
自
立
を
促

進
す
る
た
め
、
次
の
支
援
を
行
っ
て
い
ま

す
。

怯
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金

　

資
格
・
技
能
を
取
得
す
る
た
め
指
定
さ

れ
た
教
育
訓
練
講
座
を
受
講
す
る
場
合

に
、
講
座
の
費
用
の　

％
（
上
限
額　

万

４０

２０

円
）
を
支
給
し
ま
す
。

※
事
前
相
談
が
必
要
で
す
。

※
過
去
に
給
付
を
受
け
た
方
、
雇
用
保
険

法
に
よ
る
同
制
度
の
支
給
対
象
者
は
対
象

外
で
す
。

怯
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金

　

就
職
に
有
利
な
国
家
資
格
の
取
得
を
目

ひ
と
り
親
家
庭
の

自

立

を

支

援

指
し
、
２
年
以
上
養
成
機
関
で
修
業
す
る

場
合
に
、
一
定
の
期
間
、
訓
練
促
進
給
付

金
を
支
給
し
ま
す
。

※
過
去
に
給
付
を
受
け
た
方
は
対
象
外
で

す
。
こ
の
ほ
か
、
要
件
が
あ
り
ま
す
。

怯
就
労
支
援

　

市
と
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
連
携
し
て
、
就

職
・
転
職
を
支
援
し
ま
す
。
職
業
訓
練
に

つ
い
て
も
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

 
対　

象　

次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方

▽
市
内
在
住
で
あ
る

▽
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い

る
、
ま
た
は
同
等
の
所
得
水
準
で
あ
る

※
詳
し
く
は
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

子
育
て
支
援
課
緯　
（
３
４
６
）

０４２

９
６
２
８

 　

経
済
的
に
不
安
定
な
ひ
と
り
親
家
庭
な

ど
の
自
立
を
支
援
す
る
た
め
、
子
ど
も
の

修
学
な
ど
に
必
要
な
資
金
を
お
貸
し
し
ま

す
。

※
貸
付
金
に
は
限
度
額
が
あ
り
ま
す
。

們
們
共　

通
們
們

母
子
・
父
子
福
祉
資
金

貸

付

制

度

対　

象　

都
内
に
６
か
月
以
上
居
住
し
、

配
偶
者
の
い
な
い
方
で
、
子
・
親
・
兄
弟

姉
妹
な
ど
を
扶
養
し
て
い
る
方
ほ
か

※
ほ
か
に
も
要
件
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く

は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

子
育
て
支
援
課
緯　
（
３
４
６
）

０４２

９
６
２
８

 　

都
内
の
全
市
町
村
が
共
同
で
運
営
す
る

交
通
災
害
共
済
（
ち
ょ
こ
っ
と
共
済
）
は
、

加
入
し
た
会
員
の
皆
さ
ん
が
、
万
が
一
交

通
事
故
に
あ
っ
た
と
き
に
見
舞
金
を
受
け

ら
れ
る
制
度
で
す
。
現
在
、
平
成　

年
度

２８

分
の
加
入
を
受
付
中
で
す
。

共
済
期
間　

４
月
１
日
〜
平
成　

年
３
月

２９

　

日
３１※

４
月
１
日
以
降
に
申
し
込
む
場
合
は
、

会
費
を
納
め
た
日
の
翌
日
か
ら
平
成　

年
２９

３
月　

日
ま
で
。

３１

会　

費　

Ａ
コ
ー
ス
１
千
円
、
Ｂ
コ
ー
ス

５
百
円
（
１
人
１
口
）

加
入
資
格　

市
内
在
住
で
、
共
済
期
間
開

始
日
に
住
民
登
録
の
あ
る
方

交
通
災
害
共
済

（
ち
ょ
こ
っ
と
共
済
）の

加
入
受
付
始
ま
る

※
就
学
に
よ
り
東
京
都
の
市
町
村
以
外
に

転
出
し
て
い
る
方
も
会
員
と
生
計
が
同
じ

場
合
は
加
入
で
き
ま
す
。

申
込
み　

申
込
書
に
会
費
を
添
え
て
、
次

の
申
込
み
先
へ

▽
市
内
の
金
融
機
関
（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
お

よ
び
郵
便
局
を
除
く
）

▽
三
井
住
友
銀
行
東
大
和
支
店

▽
三
菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
国
分
寺
支
店

▽
り
そ
な
銀
行
東
久
留
米
滝
山
支
店

▽
市
役
所
１
階
会
計
課
窓
口
（
申
込
書
は

問
合
せ
先
に
あ
り
ま
す
）

▽
東
部
・
西
部
出
張
所

▽
動
く
市
役
所

問
合
せ　

市
民
相
談
課
緯　

（
３
４
６
）

０４２

９
６
０
７

怯
出
張
受
付

日　

程　

▽
２
月　

日
（
土
）　

田
無
ア

２０

ス
タ
専
門
店
街
２
階
セ
ン
タ
ー
コ
ー
ト

（
西
東
京
市
田
無
町
２
們
１
們
１
）

▽
３
月
５
日
（
土
）　

イ
オ
ン
モ
ー
ル
東

久
留
米
専
門
店
街
１
階
サ
ウ
ス
コ
ー
ト

（
東
久
留
米
市
南
沢
５
們　

們　

）

１７

６２

※
い
ず
れ
も
午
前　

時
か
ら
午
後
４
時
ま

１０

で
。

問
合
せ　

東
京
市
町
村
総
合
事
務
組
合
事

業
課
緯　

（
３
８
４
）
８
１
１
３

０４２

C
C

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

　

次
回
の
選
挙
か
ら
投
票
所
お
よ
び
投
票

区
域
を
一
部
変
更
し
ま
す
。

　

対
象
地
域
は
左
表
の
と
お
り
で
す
。
詳

し
く
は
、
小
平
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。
対
象
地
域
に
は
、
改
め
て
周

知
し
ま
す
。

問
合
せ　

小
平
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務

局
緯　

（
３
４
６
）
９
５
７
６

０４２

　

公
職
選
挙
法
の
改
正
に
よ
り
、
６
月　
１９

日
以
後
に
公
示
さ
れ
る
国
政
選
挙
か
ら　
１８

歳
以
上
の
方
が
投
票
立
会
人
に
な
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

投
票
立
会
人
と
は
、
選
挙
の
際
に
投
票

事
務
が
公
正
に
行
わ
れ
る
よ
う
投
票
所
で

立
ち
会
う
人
の
こ
と
で
す
。
政
治
や
選
挙

に
目
を
向
け
る
良
い
機
会
と
な
り
ま
す
。

６
月　

日
現
在
で　

歳
か
ら　

歳
の
方
の

１９

１８

２９

応
募
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
報
酬
や
立

会
時
間
な
ど
、
詳
し
く
は
小
平
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

※
７
月
に
実
施
さ
れ
る
予
定
の
参
議
院
議

員
選
挙
の
投
票
立
会
人
は
、
３
月　

日
で

３１

締
め
切
り
ま
す
。

問
合
せ　

小
平
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務

局
緯　

（
３
４
６
）
９
５
７
６

０４２

　

税
制
改
正
に
伴
い
、
平
成　

年
度
か
ら

２８

軽
自
動
車
税
の
税
率
が
変
わ
り
ま
す
（
左

表
は
平
成　

年
度
の
税
率
で
す
）。

２８

怯
原
動
機
付
自
転
車
・
二
輪
車
ほ
か

　

原
動
機
付
自
転
車
・
二
輪
車
な
ど
の
税

率
は
、す
べ
て
の
車
両
で
改
正
さ
れ
ま
す
。

怯
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車

▽
経
年
車
へ
の
課
税
…
グ
リ
ー
ン
化
を
進

め
る
観
点
か
ら
、
初
め
て
車
両
番
号
の
指

定
を
受
け
て
か
ら　

年
を
経
過
し
た
車
両

１３

（
電
気
自
動
車
な
ど
を
除
く
）
は
、
経
年

車
の
税
率
を
適
用

▽
グ
リ
ー
ン
化
特
例
…
平
成　

年
４
月
１

２７

日
か
ら
平
成　

年
３
月　

日
ま
で
の
間
に

２８

３１

初
め
て
車
両
番
号
の
指
定
を
受
け
た
車
両

で
、
排
出
ガ
ス
性
能
お
よ
び
燃
費
性
能
の

基
準
を
達
成
し
た
車
両
は
、
平
成　

年
度

２８

に
限
り
、
軽
減
さ
れ
た
税
率
を
適
用

問
合
せ　

税
務
課
緯　

（
３
４
６
）
９
５

０４２

２
１

高額介護合算療養費自己負担限度額（年額）
後期高齢者医療制度

＋
介護保険

負　担　区　分

６７万円現役並み所得者

５６万円一 般

３１万円低 所 得 Ⅱ

１９万円低 所 得 Ⅰ
※自己負担限度額は世帯単位です。
※低所得とは、住民税非課税世帯などです。

地
域
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

障害者総合支援法に基づく機能訓練室
対　象ところと　き施設名

身体障害者手帳
をお持ちの６５歳
未満で、西武多
摩湖線より西側
の市内在住の方

小川西町
５－２５－１５

火曜〜金曜日
午前１０時〜午後２時

障害者福祉
センター

身体障害者手帳
をお持ちの６５歳
未満で、西武多
摩湖線より東側
の市内在住の方

鈴木町
１－４７２

月曜〜金曜日
午前１０時〜午後２時

あおぞら福祉
センター

※送迎バスあり（要相談）。

利
用
者

利
用
者
をを

募募
集集

m
m

m
m
m
m
m

回　答質　問

小平市へ申告してください。住民税は、今年の
１月１日に住んでいた市区町村が課税すること
になっています。なお、今年の１月２日以降に
転入した方は、前住所地に申告してください。

昨年、小平市に転入しま
した。今年の住民税はど
こへ申告すればよいので
しょうか。

申告が必要です。申告をしないと、国民健康保
険税の軽減措置の判定や、都営住宅の収入報告
などに添付する非課税証明書の発行ができませ
ん。

昨年中は収入がありませ
んでした。申告の必要は
ありますか。

年間の給与収入が１０３万円（所得に換算すると３８
万円）以内であれば税法上の扶養に入ることが
できます（この場合、所得税は課税されません
が、住民税は１００万円を超えると課税される場
合があります）。給与以外の所得がある方は、
合計所得金額が３８万円以下であれば扶養に入る
ことができます。
勤務先の健康保険の扶養に入れる基準について
は勤務先にお問い合わせください。

扶養に入れる給与収入の
範囲を教えてください。

申告が必要です。単身赴任で市外に住んでいる
方の給与支払報告書などは小平市へ送られてこ
ないため、扶養に入っていることを確認できま
せん。住民税の申告書を提出してください。

単身赴任の夫の扶養とな
っていますが、住民税の
申告は必要ですか。

必要ありません。税務署に確定申告書を提出す
ると、申告書に記入された１月１日の住所地の
市区町村にその資料が送られます。

税務署に確定申告書を提
出しましたが、市役所へ
の申告も必要ですか。

税務署には、確定申告不要となりますが、医療
費控除等ほかの控除を追加する場合は、住民税
の申告書を提出してください。また、ほかに追
加したい控除があり、所得税の還付を受ける場
合は、確定申告が必要です。

公的年金収入が４００万円
以下で公的年金以外の所
得が２０万円以下の場合に
も申告の必要はあります
か。

平成２８年度の住民税申告書については、マイナ
ンバーの記載は必要ありません。平成２９年度の
申告書から記載が必要となります。

住民税の申告書へマイナ
ンバーの記載は必要です
か。

　皆さんから寄せられる質問とその回答をまとめました。
ちょっと教えて　市民税・都民税（住民税）

投票所の変更
第２２投票区の投票所が、鈴木保育園の閉園に伴い鈴木地域
センターへ変更

投票区域の変更
第２投票区（小平第十二小学校体育館投票所）から第１投
票区（中島地域センター投票所）へ変更
上水新町１丁目１〜８番地
小川町１丁目７３〜８９番地、３６０〜３８６番地、４２３〜４３２番地、
６４７番地
栄町１丁目１〜３番地
第１２投票区（小平第十小学校体育館投票所）から第１１投票
区（小平第四小学校体育館投票所）へ変更
上水本町１丁目１２番、１４〜２６番
上水本町２丁目６〜１３番、１５〜１７番、１９番
第１４投票区（小平第三小学校体育館投票所）から第２２投票
区（鈴木地域センター投票所）へ変更
御幸町３４０番地
第２０投票区（小平第七小学校体育館投票所）から第１９投票
区（大沼地域センター投票所）へ変更
大沼町５丁目９番１・２号
第２０投票区（小平第七小学校体育館投票所）から第２５投票
区（花小金井保育園投票所）へ変更
花小金井８丁目２〜１０番
第２１投票区（小平第九小学校体育館投票所）から第２２投票
区（鈴木地域センター投票所）へ変更
鈴木町１丁目３４５〜４８６番地
第２７投票区（天神地域センター投票所）から第２５投票区
（花小金井保育園投票所）へ変更
花小金井８丁目１番

小平市地域包括支援センター
担当圏域所在地・電話番号名　称

栄町１〜３丁目、中
島町、小川町１丁
目、たかの台、津田
町１丁目、上水新町
１〜３丁目、上水本
町１丁目

小川町１－４８５
（介護老人保健施設けやき
の郷内）
緯０４２（３４９）２３２１

けやきの郷

津田町１－７－１０
緯０４２（３１６）３３６７

けやきの郷
たかの台出張所

小川西町１〜５丁
目、小川東町１〜５
丁目、津田町２〜３
丁目、学園西町１〜
３丁目、上水本町２
〜６丁目

小川西町２－３５－２
（特別養護老人ホーム小川
ホーム内）
緯０４２（３４７）６０３３

小川ホーム

津田町３－３８－７
緯０４２（３４７）６６００

小川ホーム
四小通り出張所

小川東町、小川町２
丁目、学園東町１丁
目

小川町２－１３３３
（健康福祉事務センター
内）
緯０４２（３４５）０６９１

中央センター
（基幹型）

美園町１〜３丁目、
大沼町１〜７丁目、
仲町、学園東町２〜
３丁目、学園東町、
喜平町１〜３丁目、
上水南町１〜４丁目

美園町３－１２－１
（多摩済生ケアセンター内）
緯０４２（３４９）２１２３

多摩済生ケアセ
ンター

上水南町２－２３－２０
緯０４２（３５９）２８３１

多摩済生ケアセ
ンター
喜平橋出張所

花小金井１〜８丁
目、天神町１〜４丁
目、鈴木町１〜２丁
目、花小金井南町１
〜３丁目、回田町、
御幸町

鈴木町２－２３０－３
（特別養護老人ホーム小平
健成苑内）
緯０４２（４５１）８８１３

小平健成苑

花小金井５－３７－４
緯０４２（４６８）５１４３

小平健成苑
花小金井出張所

原動機付自転車や二輪車ほか
税率（税額）車種区分

２,０００円総排気量５０cc以下

原動機付自転車 ２,０００円総排気量５０cc超９０cc以下
２,４００円総排気量９０cc超１２５cc以下
３,７００円ミニカー
３,６００円総排気量１２５cc超２５０cc以下二輪の軽自動車
６,０００円総排気量２５０cc超二輪の小型自動車
２,４００円農耕作業用小型特殊自動車 ５,９００円その他
３,６００円雪上車

平成２７年４月１日以後に初めて車両番号の指定を受けた車両の税率（税額）
電気自動
車など

ガソリン車・
ハイブリッド車

車種区分 おおむね
７５％軽減
※４

おおむね
５０％軽減
※３

おおむね
２５％軽減
※２

軽減なし

２,７００円５,４００円８,１００円１０,８００円自家用乗用
四輪
以上

１,８００円３,５００円５,２００円６,９００円営業用
１,３００円２,５００円３,８００円５,０００円自家用貨物用 １,０００円１,９００円２,９００円３,８００円営業用
１,０００円２,０００円３,０００円３,９００円三輪

※２ 乗用：平成１７年排出ガス基準７５％低減達成かつ平成３２年
度燃費基準達成車、

　　 貨物用：平成１７年排出ガス基準７５％低減達成かつ平成２７
年度燃費基準＋１５％達成車。

※３ 乗用：平成１７年排出ガス基準７５％低減達成かつ平成３２年
度燃費基準＋２０％達成車、

　　 貨物用：平成１７年排出ガス基準７５％低減達成かつ平成２７
年度燃費基準＋３５％達成車。

※４ 平成２１年排出ガス基準１０％低減達成車。

平成２７年３月３１日以前に初めて車両番号の指定を受けた車両の税率（税額）
初度検査年月が
「平成１４年以前」
の車両（経年車の
税率）※１

初度検査年月が
「平成１５年１月以
後」の車両

車種区分

１２,９００円７,２００円自家用乗用
四輪
以上

８,２００円５,５００円営業用
６,０００円４,０００円自家用貨物用 ４,５００円３,０００円営業用
４,６００円３,１００円三輪

※１ 電気軽自動車などを除く。
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介介護護予予防防・・
日日常常生生活活支支援援
総総合合事事業業

介護予防介護予防・・
日常生活支日常生活支援援
総合事総合事業業

始まります


